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一 


消
費
者
権
利
院
法
案
新
旧
対
照
条
文 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 


○
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 


改 


正 


案 


現 


行 


法 


 


〔
委
員
会
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
〕 


第
五
十
四
条
の
四 
調
査
会
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、


第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
一


条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
三
条
ま


で
、
第
百
四
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十


一
条
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


② 


〔
略
〕 


  


〔
内
閣
官
房
副
長
官
等
の
出
席
〕 


第
六
十
九
条 


〔
略
〕 


② 


内
閣
は
、
国
会
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す


る
た
め
、
両
議
院
の
議
長
の
承
認
を
得
て
、
消
費
者
権
利
官
、
人
事
院
総
裁
、


内
閣
法
制
局
長
官
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
及
び
公
害
等
調
整
委
員
会
委


員
長
を
政
府
特
別
補
佐
人
と
し
て
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
出
席
さ
せ
る


こ
と
が
で
き
る
。 


 


第
百
五
条
の
二 


各
議
院
の
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る


と
き
は
、
消
費
者
権
利
官
に
対
し
、
国
民
の
消
費
生
活
に
関
す
る
特
定
の
事


 


〔
委
員
会
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
〕 


第
五
十
四
条
の
四 


調
査
会
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、


第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
条
の
二
ま
で
、
第
五
十
一


条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
三
条
ま


で
、
第
百
四
条
、
第
百
五
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
第
二
項
並
び


に
第
百
二
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


② 


〔
同
上
〕 


  


〔
内
閣
官
房
副
長
官
等
の
出
席
〕 


第
六
十
九
条 


〔
同
上
〕 


② 


内
閣
は
、
国
会
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す


る
た
め
、
両
議
院
の
議
長
の
承
認
を
得
て
、
人
事
院
総
裁
、
内
閣
法
制
局
長


官
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
及
び
公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長
を
政
府
特


別
補
佐
人
と
し
て
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き


る
。 


 


〔
新
設
〕 







  


二 


項
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で


き
る
。 


 
 


各
議
院
の
委
員
会
は
、
そ
の
委
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
前
項
の
報
告
を


求
め
る
よ
う
要
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日


に
、
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
要
請
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
、


委
員
会
に
お
い
て
報
告
を
求
め
な
い
も
の
と
議
決
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り


で
な
い
。 


  
 


 







 


三 


○
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
） 


改 


正 


案 


現 


行 


法 


 


（
一
般
職
及
び
特
別
職
） 


第
二
条 


〔
略
〕 


② 


〔
略
〕 


③ 


特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。 


 


一 


内
閣
総
理
大
臣 


 


一
の
二 


消
費
者
権
利
官
及
び
消
費
者
権
利
官
補 


 


二 


国
務
大
臣 


 


三 


人
事
官
及
び
検
査
官 


 


四
～
十
七 


〔
略
〕 


④
～
⑦ 


〔
略
〕 


 


 


（
一
般
職
及
び
特
別
職
） 


第
二
条 


〔
同
上
〕 


② 


〔
同
上
〕 


③ 


特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。 


 


一 


内
閣
総
理
大
臣 


〔
新
設
〕 


 


二 


国
務
大
臣 


 


三 


人
事
官
及
び
検
査
官 


 


四
～
十
七 


〔
同
上
〕 


④
～
⑦ 


〔
同
上
〕 


 


 
 


 







  


四 


○
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


 


（
目
的
及
び
適
用
範
囲
） 


第
一
条 


こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」


と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ
い
て


定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 


 


一 


内
閣
総
理
大
臣 


 


一
の
二 


消
費
者
権
利
官
及
び
消
費
者
権
利
官
補 


 


二 


国
務
大
臣 


 


三 


会
計
検
査
院
長
及
び
そ
の
他
の
検
査
官 


 


四 


人
事
院
総
裁
及
び
そ
の
他
の
人
事
官 


 


五
～
十 


〔
略
〕 


 


十
一 


大
臣
政
務
官 


 


十
一
の
二 


消
費
者
権
利
委
員
会
の
審
議
委
員 


 


十
二 


国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
会
長
及
び
常
勤
の
委
員 


 


十
三
～
七
十
五 


〔
略
〕 


 


第
四
条 


第
一
条
第
十
一
号
の
二
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の


職
員
の
う
ち
、
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金


銭
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
い
、
当
該
職
務
、
事
業
又
は
業
務
か


ら
生
ず
る
所
得
（
国
会
議
員
、
内
閣
総
理
大
臣
等
又
は
一
般
職
の
常
勤
を
要


 


（
目
的
及
び
適
用
範
囲
） 


第
一
条 


こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」


と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ
い
て


定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 


 


一 


〔
同
上
〕 


〔
新
設
〕 


 


二 


〔
同
上
〕 


 


三 


〔
同
上
〕 


 


四 


〔
同
上
〕 


 


五
～
十 


〔
同
上
〕 


 


十
一 


〔
同
上
〕 


〔
新
設
〕 


 


十
二 


〔
同
上
〕 


 


十
三
～
七
十
五 


〔
同
上
〕 


 
第
四
条 


第
一
条
第
十
二
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員


の
う
ち
、
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金
銭
上


の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
い
、
当
該
職
務
、
事
業
又
は
業
務
か
ら
生


ず
る
所
得
（
国
会
議
員
、
内
閣
総
理
大
臣
等
又
は
一
般
職
の
常
勤
を
要
す
る







 


五 


す
る
職
員
と
し
て
受
け
る
給
与
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
政
令
で
定
め
る
基


準
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
に
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
給
与
は
、
支
給


し
な
い
。 


２ 


〔
略
〕 


 


別
表
第
一 


官
職
名 


俸
給
月
額 


内
閣
総
理
大
臣 


二
、
〇
七
一
、
〇
〇
〇
円


消
費
者
権
利
官 


一
、
六
五
七
、
〇
〇
〇
円


国
務
大
臣 


会
計
検
査
院
長 


人
事
院
総
裁 


一
、
五
一
二
、
〇
〇
〇
円


〔
略
〕 


〔
略
〕 


消
費
者
権
利
官
補 


検
査
官
（
会
計
検
査
院
長
を
除
く
。
） 


人
事
官
（
人
事
院
総
裁
を
除
く
。
） 


内
閣
危
機
管
理
監 


大
臣
政
務
官 


公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長 


運
輸
安
全
委
員
会
委
員
長 


侍
従
長 


一
、
二
三
五
、
〇
〇
〇
円


職
員
と
し
て
受
け
る
給
与
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
政
令
で
定
め
る
基
準
に


該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
に
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
給
与
は
、
支
給
し
な


い
。 


２ 


〔
同
上
〕 


 


別
表
第
一 


官
職
名 


俸
給
月
額 


 


内
閣
総
理
大
臣 


二
、
〇
七
一
、
〇
〇
〇
円 


 


〔
新
設
〕 


〔
新
設
〕 


 


国
務
大
臣 


会
計
検
査
院
長 


人
事
院
総
裁 


一
、
五
一
二
、
〇
〇
〇
円 


 


〔
略
〕 


〔
略
〕 


 


〔
新
設
〕 


検
査
官
（
会
計
検
査
院
長
を
除
く
。
） 


人
事
官
（
人
事
院
総
裁
を
除
く
。
） 


内
閣
危
機
管
理
監 


大
臣
政
務
官 


公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長 


運
輸
安
全
委
員
会
委
員
長 


侍
従
長 


一
、
二
三
五
、
〇
〇
〇
円 


 







  


六 


内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び


内
閣
情
報
官 


常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官 


消
費
者
権
利
委
員
会
の
審
議
委
員 


国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
委
員


公
正
取
引
委
員
会
委
員 


国
家
公
安
委
員
会
委
員 


式
部
官
長 


一
、
二
一
一
、
〇
〇
〇
円


 
〔
以
下
略
〕 


〔
以
下
略
〕 


 
 


内


閣


官


房


副


長


官


補


、


内


閣


広


報


官


及


び


内


閣


情


報


官


 


常


勤


の


内


閣


総


理


大


臣


補


佐


官


 


〔


新


設


〕


 


国


家


公


務


員


倫


理


審


査


会


の


常


勤


の


委


員


公


正


取


引


委


員


会


委


員


 


国


家


公


安


委


員


会


委


員


 


式


部


官


長


 


一


、


二


一


一


、


〇


〇


〇


円


 


 


〔


以


下


略


〕


 


〔


以


下


略


〕


 


 


 


 
 


 








 
 


一


 
 
 


消
費
者
権
利
院
法
案 


目
次 


 


第
一
章 
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 


 


第
二
章 


組
織 


 
 


第
一
節 


消
費
者
権
利
官
（
第
三
条
―
第
八
条
） 


 
 


第
二
節 


消
費
者
権
利
官
補
（
第
九
条
） 


 
 


第
三
節 


消
費
者
権
利
委
員
会
（
第
十
条
―
第
十
八
条
） 


 
 


第
四
節 


事
務
総
局
（
第
十
九
条
） 


 
 


第
五
節 


地
方
消
費
者
権
利
官
及
び
地
方
消
費
者
権
利
局
（
第
二
十
条
） 


 
 


第
六
節 


消
費
生
活
相
談
員
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
六
条
） 


 


第
三
章 


権
限 


 
 


第
一
節 


定
義
（
第
二
十
七
条
） 


 
 


第
二
節 


消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
及
び
苦
情
の
処
理
の
あ
っ
せ
ん
、
情
報
収
集
及
び
商
品
試
験
、
啓
発
及
び
教
育
等
（
第







 


二


二
十
八
条
―
第
三
十
条
） 


 
 


第
三
節 


消
費
者
問
題
に
係
る
資
料
の
提
出
要
求
そ
の
他
の
調
査
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条
） 


 
 


第
四
節 
消
費
者
問
題
に
係
る
処
分
等
の
勧
告
及
び
そ
の
公
表
（
第
三
十
五
条
・
第
三
十
六
条
） 


 
 


第
五
節 


消
費
者
権
利
官
の
申
立
て
に
よ
る
裁
判
所
の
緊
急
命
令 


 
 
 


第
一
款 


行
為
の
禁
止
又
は
停
止
命
令
（
第
三
十
七
条
） 


 
 
 


第
二
款 


財
産
保
全
命
令
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
五
条
） 


 
 
 


第
三
款 


適
格
消
費
者
団
体
に
対
す
る
通
知
等
（
第
四
十
六
条
・
第
四
十
七
条
） 


 
 


第
六
節 


消
費
者
問
題
に
係
る
訴
訟
援
助
（
第
四
十
八
条
・
第
四
十
九
条
） 


 
 


第
七
節 


消
費
者
団
体
訴
訟
を
追
行
す
る
適
格
消
費
者
団
体
の
登
録
及
び
支
援
（
第
五
十
条
） 


 
 


第
八
節 


国
会
等
と
の
関
係
（
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
） 


 


第
四
章 


補
則
（
第
五
十
三
条
―
第
五
十
七
条
） 


 


第
五
章 


罰
則
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
条
） 


 


附
則 







 
 


三


 
 
 


第
一
章 


総
則 


 


（
目
的
及
び
設
置
） 


第
一
条 
消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
に
定
め
る
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
そ


の
他
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
た
め
、
内
閣
の
所
轄
の
下
に
、
消
費
者
権


利
院
を
置
く
。 


（
所
掌
事
務
） 


第
二
条 


消
費
者
権
利
院
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 


一 


消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
、
助
言
、
調
査
及
び
苦
情
の
処
理
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。 


二 


消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
収
集
、
商
品
試
験
、
調
査
研
究
及
び
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
。 


三 


消
費
者
に
対
す
る
啓
発
及
び
教
育
に
関
す
る
こ
と
。 


四 


消
費
者
問
題
に
係
る
資
料
の
提
出
要
求
そ
の
他
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 


五 


消
費
者
問
題
に
係
る
処
分
等
の
勧
告
及
び
そ
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。 


六 


消
費
者
問
題
に
係
る
裁
判
所
の
緊
急
命
令
の
申
立
て
に
関
す
る
こ
と
。 







 


四


七 


消
費
者
問
題
に
係
る
訴
訟
援
助
に
関
す
る
こ
と
。 


八 
適
格
消
費
者
団
体
の
登
録
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 


九 


国
会
の
要
請
に
よ
る
特
定
事
項
の
調
査
及
び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。 


十 


国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
意
見
の
申
出
に
関
す
る
こ
と
。 


十
一 


前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
消
費
者
権
利
院
に
属
さ
せ
ら


れ
た
事
務 


 
 
 


第
二
章 


組
織 


 
 
 
 


第
一
節 


消
費
者
権
利
官 


 


（
消
費
者
権
利
官
） 


第
三
条 


消
費
者
権
利
院
の
長
は
、
消
費
者
権
利
官
と
す
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
権
利
院
の
事
務
を
統
括
し
、
そ
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 


 


（
任
命
） 


第
四
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
人
格
が
高
潔
で
、
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
の
た
め
の
業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
消
費







 
 


五


者
の
権
利
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
国
会
の
議
決
を
経
て
、
内
閣
が
任
命
す


る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
消
費
者
権
利
官
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散


の
た
め
に
国
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
内
閣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
資
格


を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
消
費
者
権
利
官
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
で
そ
の
事
後
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


４ 


消
費
者
権
利
官
の
任
免
は
、
天
皇
が
こ
れ
を
認
証
す
る
。 


 


（
任
期
） 


第
五
条 


消
費
者
権
利
官
の
任
期
は
、
六
年
と
す
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 


３ 


消
費
者
権
利
官
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
消
費
者
権
利
官
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職


務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 


 


（
身
分
保
障
） 



T-nonaka

タイプライターテキスト



T-nonaka

タイプライターテキスト







 


六


第
六
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
在
任
中
、
そ
の
意
に
反
し
て
罷
免
さ


れ
る
こ
と
が
な
い
。 


一 


禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 


二 


国
会
の
議
決
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
又
は
職
務
上
の
義
務
違
反


そ
の
他
消
費
者
権
利
官
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
。 


三 


第
四
条
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
事
後
の
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
。 


 


（
罷
免
） 


第
七
条 


内
閣
は
、
消
費
者
権
利
官
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
消
費
者
権
利
官
を
罷
免
し
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。 


 


（
服
務
等
） 


第
八
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様


と
す
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
積
極
的
に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら



T-nonaka

タイプライターテキスト



T-nonaka

タイプライターテキスト

こ







 
 


七


な
い
。 


３ 
消
費
者
権
利
官
は
、
在
任
中
、
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
い
、
又
は
内
閣
の


許
可
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
報
酬
を
得
て
他
の
職
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。 


４ 


消
費
者
権
利
官
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 


 
 
 
 


第
二
節 


消
費
者
権
利
官
補 


第
九
条 


消
費
者
権
利
院
に
、
消
費
者
権
利
官
補
一
人
を
置
く
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
補
は
、
消
費
者
権
利
官
を
助
け
、
消
費
者
権
利
官
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
消
費
者
権
利
官
が
欠
け
た
と


き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
。 


３ 


前
節
（
第
三
条
及
び
第
四
条
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
消
費
者
権
利
官
補
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 
 
 
 


第
三
節 


消
費
者
権
利
委
員
会 


 


（
設
置
及
び
権
限
） 


第
十
条 


消
費
者
権
利
院
に
、
消
費
者
権
利
委
員
会
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 


２ 


次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
委
員
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 







 


八


一 


消
費
者
権
利
院
規
則
の
制
定
及
び
改
廃 


二 
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査 


三 


第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告 


四 


第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
表 


五 


第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
参
加 


六 


第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
申
出 


七 


そ
の
他
委
員
会
の
議
決
に
よ
り
そ
の
議
決
を
必
要
と
さ
れ
た
事
項 


 


（
組
織
） 


第
十
一
条 


委
員
会
は
、
委
員
五
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 


２ 


委
員
は
、
消
費
者
権
利
官
及
び
消
費
者
権
利
官
補
並
び
に
審
議
委
員
三
人
を
も
っ
て
充
て
る
。 


 


（
委
員
長
） 


第
十
二
条 


委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
消
費
者
権
利
官
を
も
っ
て
充
て
る
。 


２ 


委
員
長
は
、
委
員
会
の
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。 







 
 


九


 
（
審
議
委
員
の
任
命
） 


第
十
三
条 


審
議
委
員
は
、
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院


の
同
意
を
得
て
、
内
閣
が
任
命
す
る
。 


２ 


審
議
委
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議


院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
内
閣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者


の
う
ち
か
ら
、
審
議
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
で
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
審
議
委
員
の
任
期
） 


第
十
四
条 


審
議
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
審
議
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 


２ 


審
議
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


審
議
委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
審
議
委
員
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う


も
の
と
す
る
。 


 


（
審
議
委
員
の
身
分
保
障
） 







 


一
〇


第
十
五
条 


審
議
委
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
在
任
中
、
そ
の
意
に
反
し
て
罷
免
さ
れ


る
こ
と
が
な
い
。 


一 


禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 


二 


委
員
会
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
又
は
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の


他
審
議
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
。 


三 


第
十
三
条
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
。 


 


（
審
議
委
員
の
罷
免
） 


第
十
六
条 


内
閣
は
、
審
議
委
員
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
審
議
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。 


 


（
服
務
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 


第
十
七
条 


第
八
条
の
規
定
は
、
審
議
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 


（
会
議
） 


第
十
八
条 


委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。 







 
 


一
一


２ 


委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
二
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 


３ 
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 


４ 


委
員
会
が
第
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
を
除
く
全
員
の
一


致
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


５ 


前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で


定
め
る
。 


 
 
 
 


第
四
節 


事
務
総
局 


第
十
九
条 


消
費
者
権
利
院
に
、
事
務
総
局
を
置
く
。 


２ 


事
務
総
局
に
、
事
務
総
長
一
人
、
事
務
総
局
次
長
一
人
そ
の
他
所
要
の
職
員
を
置
く
。 


３ 


前
項
の
職
員
の
任
免
は
、
消
費
者
権
利
官
が
行
う
。 


４ 


前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
総
局
の
組
織
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
。 


 
 
 
 


第
五
節 


地
方
消
費
者
権
利
官
及
び
地
方
消
費
者
権
利
局 


第
二
十
条 


消
費
者
権
利
院
の
地
方
機
関
と
し
て
、
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
地
方
消
費
者
権
利
局
を
置
く
。 







 


一
二


２ 


地
方
消
費
者
権
利
局
の
長
は
、
地
方
消
費
者
権
利
官
と
す
る
。 


３ 
地
方
消
費
者
権
利
官
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
消
費
生
活
の
実
情
に
通
じ
、
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
つ


い
て
理
解
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
い
て
、
消
費
者
権
利
官
が
任
命
す
る
。 


４ 


地
方
消
費
者
権
利
局
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
支
局
を
置
く
。 


５ 


地
方
消
費
者
権
利
局
及
び
そ
の
支
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
。 


 
 
 
 


第
六
節 


消
費
生
活
相
談
員 


 


（
設
置
） 


第
二
十
一
条 


事
務
総
局
及
び
地
方
消
費
者
権
利
局
に
、
消
費
生
活
相
談
員
（
以
下
「
相
談
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 


２ 


相
談
員
は
、
そ
の
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ
い
て
、
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
の
た
め
の
活
動
に
従
事
し
、


消
費
者
基
本
法
に
定
め
る
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
そ
の
他
の
基
本
理
念
の
実
現
に
貢
献
す
る
こ
と
を


そ
の
職
責
と
す
る
。 


３ 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
の
相
談
員
の
職
責
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
の
確
保
及
び
養
成


に
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
の
充
実
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 







 
 


一
三


 
（
委
嘱
） 


第
二
十
二
条 


事
務
総
局
に
置
か
れ
る
相
談
員
は
、
消
費
生
活
に
関
す
る
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
に
係
る
相


談
そ
の
他
の
消
費
生
活
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
と
し
て
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る


条
件
に
適
合
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
消
費
者
権
利
官
が
委
嘱
す
る
。 


２ 


地
方
消
費
者
権
利
局
に
置
か
れ
る
相
談
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
当
該
都
道
府
県
の


区
域
内
の
弁
護
士
会
及
び
適
格
消
費
者
団
体
（
消
費
者
団
体
訴
訟
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第 


 
 


号
）
第
二
条
第
三
項


に
規
定
す
る
適
格
消
費
者
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
地
方
消
費
者
権
利
官
が
委
嘱
す
る
。 


 


（
定
数
） 


第
二
十
三
条 


各
都
道
府
県
ご
と
の
相
談
員
の
定
数
は
、
そ
の
地
域
の
人
口
、
経
済
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
消
費
者
権


利
院
規
則
で
定
め
る
。 


２ 


相
談
員
の
定
数
は
、
全
国
を
通
じ
て
一
万
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。 


 


（
任
期
等
） 


第
二
十
四
条 


相
談
員
の
任
期
は
、
十
年
と
す
る
。 







 


一
四


２ 


相
談
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 
相
談
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
相
談
員
は
、
後
任
者
が
委
嘱
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
も
の


と
す
る
。 


４ 


相
談
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 


 


（
職
務
） 


第
二
十
五
条 


相
談
員
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 


一 


消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
及
び
苦
情
の
処
理
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
。 


二 


消
費
者
に
対
す
る
啓
発
及
び
教
育
に
努
め
る
こ
と
。 


三 


そ
の
他
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
努
め
る
こ
と
。 


 


（
解
嘱
） 


第
二
十
六
条 


消
費
者
権
利
官
又
は
地
方
消
費
者
権
利
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
委
嘱
に
係
る
相
談
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当


す
る
と
き
は
、
そ
の
相
談
員
を
解
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


一 


心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 







 
 


一
五


二 


職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
相
談
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 


２ 
地
方
消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
相
談
員
を
解
嘱
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
適
格
消
費


者
団
体
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
嘱
は
、
当
該
相
談
員
に
、
解
嘱
の
理
由
が
説
明
さ
れ
、
か
つ
、
弁
明
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
後


で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 


 
 
 


第
三
章 


権
限 


 
 
 
 


第
一
節 


定
義 


第
二
十
七
条 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
消
費
者
問
題
」
と
は
、
事
業
者
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の


た
め
に
し
た
行
為
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
個
人
を
い
う
。
）
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
行
為
に
起


因
す
る
消
費
生
活
に
お
け
る
問
題
で
あ
っ
て
、
多
数
の
消
費
者
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
不
当
に
侵
害
す
る
一
切
の
も
の


を
い
う
。 


一 


消
費
者
契
約
（
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
消
費
者
契
約
を
い
う
。


以
下
同
じ
。
）
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
に
お
け
る
、
詐
欺
、
強
迫
、
重
要
事
実
に
つ
い
て
事
実
と
異
な
る
こ
と
を
告
げ
る







 


一
六


こ
と
そ
の
他
の
違
法
又
は
不
当
な
行
為 


二 
欠
陥
の
あ
る
商
品
（
不
動
産
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
役
務
を
提
供
す


る
行
為 


三 


自
己
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
つ
い
て
、
事
実
と
異
な
る
表
示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
商
品
又
は
役


務
が
実
際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
り
、
又
は
著
し
く
有
利
で
あ
る
と
消
費
者
に
誤
認
さ
せ
る
行
為 


四 


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
そ
の
他
の
消


費
者
の
権
利
利
益
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
と
し
て
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
も
の 


 
 
 
 


第
二
節 


消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
及
び
苦
情
の
処
理
の
あ
っ
せ
ん
、
情
報
収
集
及
び
商
品
試
験
、
啓
発
及
び
教
育


等 


（
消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
、
助
言
、
調
査
及
び
苦
情
の
処
理
の
あ
っ
せ
ん
等
） 


第
二
十
八
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
生
活
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の


と
す
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
生
活
に
関
し
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
が
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
、







 
 


一
七


必
要
な
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
苦
情
の
処
理
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 


（
消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
収
集
及
び
商
品
試
験
等
） 


第
二
十
九
条 
消
費
者
権
利
官
は
、
広
く
消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
そ
の
整
理
及
び
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
必


要
に
応
じ
て
国
民
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
か
ら
の
苦
情
等
に
関
す
る
商
品
に
つ
い
て
の
試
験
、
検
査
等
及
び
役
務
に
つ
い
て
の
調
査
研


究
等
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
試
験
、
検
査
、
調
査
研
究
等
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 


 


（
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
及
び
教
育
） 


第
三
十
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
が
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
消
費
生
活
に
関
す
る
知


識
の
普
及
、
消
費
者
契
約
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
及
び
教
育
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 
 
 


第
三
節 


消
費
者
問
題
に
係
る
資
料
の
提
出
要
求
そ
の
他
の
調
査 


（
資
料
の
提
出
要
求
） 


第
三
十
一
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
問
題
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
又
は
救
済
の
た
め
必
要
が
あ
る


と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
行
政
機
関
の
長
、
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
報
告
又
は
資
料







 


一
八


の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
報
告
義
務
） 


第
三
十
二
条 
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
消
費
者
問
題
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る


事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
消
費
者
権
利
官


に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
調
査
の
要
求
） 


第
三
十
三
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
問
題
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
又
は
救
済
の
た
め
必
要
が
あ
る


と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
調
査
を
求
め
る
こ
と
が
で


き
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
、
前
項
の
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
、
報
告
を


求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
項
の
調
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
消
費
者
権
利
官


に
対
し
、
当
該
調
査
の
結
果
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
期
限
内
に
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ







 
 


一
九


い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
及
び
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
合
理
的
な
期
限
を
明
示
し
た
と
き
は
、


こ
の
限
り
で
な
い
。 


（
報
告
及
び
検
査
） 


第
三
十
四
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
問
題
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
又
は
救
済
の
た
め
必
要
が
あ
る


と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
消
費
者
問
題
に
係
る
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
当
該
事
業
者
の


事
務
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と


が
で
き
る
。 


２ 


前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
に
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
さ
せ
、


関
係
者
に
提
示
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。 


 
 
 
 


第
四
節 


消
費
者
問
題
に
係
る
処
分
等
の
勧
告
及
び
そ
の
公
表 


 


（
処
分
等
の
勧
告
） 


第
三
十
五
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
問
題
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
被
害
の







 


二
〇


発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
又
は
救
済
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体


の
長
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
事
業
者
に
対
す
る
処
分
等
（
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年


法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
処
分
及
び
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
行
政
指
導
を
い
う
。
）
を
行
う
べ
き


旨
の
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


前
項
の
勧
告
を
受
け
た
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、


消
費
者
権
利
官
に
対
し
、当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
講
ず
る
か
否
か
を
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、


当
該
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
が
勧
告
に
係
る
措
置
を
講
じ
な
い
旨
の
回
答
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
理


由
を
明
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
後
段
の
理
由
を
受
諾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の
勧
告
を
し
た
旨
、
前
項
後
段


の
回
答
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
当
該
理
由
を
受
諾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
国
会
及
び
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
も
の


と
す
る
。 


（
勧
告
の
公
表
） 


第
三
十
六
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
条
第
一
項
の
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
問
題
に
よ
る
被
害
の
発
生
又







 
 


二
一


は
拡
大
の
防
止
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
勧
告
を
し
た
旨
及
び
当
該
勧
告
に
係
る
事
業
者
の
名


称
そ
の
他
勧
告
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


第
五
節 


消
費
者
権
利
官
の
申
立
て
に
よ
る
裁
判
所
の
緊
急
命
令 


 
 
 
 


 


第
一
款 


行
為
の
禁
止
又
は
停
止
命
令 


第
三
十
七
条 


裁
判
所
は
、
消
費
者
問
題
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
問
題
に


よ
る
被
害
の
程
度
が
著
し
く
、
か
つ
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
消
費
者
権
利
官
の
申
立
て
に
よ
り
、
当
該


消
費
者
問
題
に
係
る
行
為
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
事
業
者
に
対
し
、
一
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
行
為
の
禁
止


又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
し
た
命
令
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


前
二
項
の
事
件
は
、
被
申
立
人
の
住
所
地
の
地
方
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
。 


４ 


第
一
項
及
び
第
二
項
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に


よ
る
。 


 
 
 
 


 


第
二
款 


財
産
保
全
命
令 







 


二
二


 
（
財
産
保
全
命
令
の
申
立
て
） 


第
三
十
八
条 


裁
判
所
は
、
消
費
者
問
題
に
よ
り
多
数
の
消
費
者
に
生
じ
た
損
害
賠
償
請
求
権
そ
の
他
の
金
銭
債
権
に
つ
い
て
、


強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
又
は
強
制
執
行
が
著
し
く
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
緊
急
の


必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
消
費
者
権
利
官
の
申
立
て
に
よ
り
、
財
産
保
全
命
令
を
発
し
て
、
当
該
消
費
者
問
題
に
係


る
行
為
を
行
っ
た
者
の
財
産
に
つ
き
、
そ
の
処
分
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


財
産
保
全
命
令
は
、
保
全
す
べ
き
債
権
（
以
下
「
対
象
債
権
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
額
を
定
め
、
特
定
の
物
に
つ
い
て


発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
動
産
に
つ
い
て
は
、
目
的
物
を
特
定
し
な
い
で
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


裁
判
所
は
、
財
産
保
全
命
令
が
確
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
許
可
の
決
定
の
主
文
そ
の
他
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め


る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


４ 


前
項
の
公
告
は
、
官
報
又
は
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法
そ
の
他
不
特
定
多
数
の
者


が
公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法


で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


（
対
象
債
権
等
の
届
出
） 







 
 


二
三


第
三
十
九
条 


対
象
債
権
に
係
る
訴
え
を
提
起
し
た
債
権
者
及
び
対
象
債
権
の
債
権
者
の
た
め
に
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
（
消


費
者
団
体
訴
訟
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
を
い
う
。
）
を
提
起
し
た
適
格
消
費
者
団
体
は
、
前


条
第
三
項
の
公
告
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
当
該
対
象
債
権
に
係
る
財
産
保
全
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
（
以
下
「
保
全
裁
判


所
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 


一 


債
権
者
又
は
適
格
消
費
者
団
体
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 


二 


当
該
訴
え
に
係
る
債
権
の
額
及
び
原
因 


三 


当
該
訴
訟
の
係
属
す
る
裁
判
所 


四 


前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項 


２ 


前
項
の
届
出
に
は
、
訴
訟
の
係
属
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。 


（
届
出
債
権
表
の
作
成
） 


第
四
十
条 


保
全
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
対
象
債
権
の
う
ち
前
条
第
一
項
の
届
出
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
届
出
債


権
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 







 


二
四


２ 


前
項
の
届
出
債
権
表
に
は
、
対
象
債
権
の
う
ち
前
条
第
一
項
の
届
出
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三


号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


届
出
債
権
表
に
誤
り
が
あ
る
と
き
は
、
保
全
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
消
費
者
権
利
官
、
前
条
第
一
項
の
届
出
を
し


た
者
（
以
下
「
届
出
債
権
者
等
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
相
手
方
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
い
つ
で
も
そ
の
記
載
を


更
正
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
財
産
保
全
命
令
の
取
消
し
） 


第
四
十
一
条 


第
三
十
九
条
第
一
項
の
期
間
内
に
同
項
の
届
出
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
保
全
裁
判
所
は
、
相
手
方
の
申
立
て
に


よ
り
、
財
産
保
全
命
令
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


（
届
出
債
権
表
の
記
載
の
削
除
等
） 


第
四
十
二
条 


保
全
裁
判
所
は
、
届
出
債
権
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
債
権
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
不
存
在
又
は
消


滅
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
消
費
者
権
利
官
又
は
届
出
債
権
者
等
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
該
債
権
に


つ
い
て
、
そ
の
記
載
を
削
除
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


保
全
裁
判
所
は
、
前
項
の
申
立
て
に
係
る
裁
判
を
す
る
場
合
に
は
、
消
費
者
権
利
官
、
当
該
申
立
て
を
し
た
届
出
債
権
者







 
 


二
五


等
及
び
削
除
又
は
変
更
に
係
る
債
権
の
届
出
債
権
者
等
を
審
尋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 
第
一
項
の
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 


４ 


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
債
権
表
の
記
載
を
削
除
し
、
又
は
変
更
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
当
該
削
除
又
は
変
更
に
係


る
債
権
の
届
出
債
権
者
等
に
限
り
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


５ 


第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
債
権
表
の
記
載
を
削
除
し
、
又
は
変
更
す
る
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、


当
該
決
定
の
内
容
を
届
出
債
権
表
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


（
財
産
保
全
命
令
の
効
力
） 


第
四
十
三
条 


財
産
保
全
命
令
は
、
届
出
債
権
表
に
記
載
さ
れ
た
届
出
債
権
者
等
の
た
め
に
、
民
事
保
全
法
（
平
成
元
年
法
律


第
九
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
仮
差
押
命
令
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。 


（
民
事
保
全
法
の
準
用
） 


第
四
十
四
条 


財
産
保
全
命
令
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
保
全
法
中
仮
差
押
命
令
に
関
す
る
規
定
を


準
用
す
る
。 


（
最
高
裁
判
所
規
則
） 







 


二
六


第
四
十
五
条 


こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
財
産
保
全
命
令
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。 


 
 
 
 


 


第
三
款 


適
格
消
費
者
団
体
に
対
す
る
通
知
等 


（
適
格
消
費
者
団
体
に
対
す
る
通
知
） 


第
四
十
六
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
禁
止
若
し
く
は
停
止
の
命


令
に
係
る
決
定
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
保
全
命
令
に
係
る
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
す
べ
て
の
適


格
消
費
者
団
体
及
び
消
費
者
権
利
官
が
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術


を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
そ
の
他
の
消
費
者


権
利
院
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
、
当
該
決
定
の
内
容
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め


る
事
項
を
伝
達
す
る
も
の
と
す
る
。 


（
裁
判
所
の
緊
急
命
令
に
関
す
る
情
報
の
公
表
） 


第
四
十
七
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
に
資
す
る
た
め
、
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二


項
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
禁
止
若
し
く
は
停
止
の
命
令
に
係
る
決
定
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
保
全
命


令
に
係
る
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
当
該
決
定
の







 
 


二
七


内
容
そ
の
他
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 


 
 
 
 


第
六
節 


消
費
者
問
題
に
係
る
訴
訟
援
助 


 


（
資
料
の
閲
覧
及
び
謄
抄
本
の
交
付
） 


第
四
十
八
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
問
題
の
被
害
者
又
は
適
格
消
費


者
団
体
か
ら
、
消
費
者
権
利
官
が
保
有
す
る
当
該
消
費
者
問
題
に
関
す
る
資
料
の
閲
覧
又
は
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
の


申
出
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
被
害
者
の
権
利
の
行
使
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合


で
あ
っ
て
、
関
係
者
の
権
利
利
益
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
申
出
を
し
た
者
に
そ
の
閲
覧
を
さ


せ
、
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
資
料
の
閲
覧
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
を
し
た
場
合
に


お
い
て
、
当
該
被
害
者
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
当
該
消
費
者
問
題
に
関
す
る
請
求
に
係
る
訴
訟
の
相
手
方
か
ら
、
当
該
資


料
の
閲
覧
又
は
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
申
出
を
し
た
者
に
そ
の
閲
覧
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
謄


本
若
し
く
は
抄
本
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


前
二
項
の
規
定
に
よ
り
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
の
範
囲
内
に
お
い
て
消
費
者
権
利
院
規







 


二
八


則
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


４ 
消
費
者
権
利
官
は
、
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
と
こ


ろ
に
よ
り
、
前
項
の
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
訴
訟
参
加
） 


第
四
十
九
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
問
題
に
係
る
行
為
の
内
容
、
性


質
そ
の
他
の
事
情
に
か
ん
が
み
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
に
関
す
る
請
求
に
係
る
訴
訟
に
参
加
す
る
こ
と


が
で
き
る
。 


２ 


前
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
に
関
す
る
法
令
の
規
定
中
補
助
参
加
の
申
出
に
関
す
る
規
定


を
準
用
す
る
。 


３ 


消
費
者
権
利
官
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
申
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
が
当
該
訴
訟
に
お
け
る
請
求
が


当
該
消
費
者
問
題
に
係
る
行
為
に
関
す
る
も
の
で
な
い
旨
の
異
議
を
述
べ
た
と
き
は
、裁
判
所
は
、
参
加
の
許
否
に
つ
い
て
、


決
定
で
、
裁
判
を
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
消
費
者
権
利
官
は
、
当
該
訴
訟
に
お
け
る
請
求
が
当
該
消
費
者
問
題
に


係
る
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 







 
 


二
九


４ 


前
項
の
異
議
及
び
裁
判
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の


規
定
を
準
用
す
る
。 


５ 


第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
に
参
加
し
た
消
費
者
権
利
官
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項


の
規
定
（
同
条
第
一
項
の
規
定
中
上
訴
の
提
起
及
び
再
審
の
訴
え
の
提
起
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。 


６ 


民
事
訴
訟
法
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
項
の
異
議
に
よ
っ
て
生
じ
た
訴
訟
費
用
の
消
費
者
権


利
官
と
そ
の
異
議
を
述
べ
た
当
事
者
と
の
間
に
お
け
る
負
担
の
関
係
及
び
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
に
よ
っ
て
生
じ
た
訴


訟
費
用
の
消
費
者
権
利
官
と
相
手
方
と
の
間
に
お
け
る
負
担
の
関
係
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


７ 


消
費
者
権
利
官
が
参
加
人
で
あ
る
訴
訟
に
お
け
る
確
定
し
た
訴
訟
費
用
の
裁
判
は
、
国
に
対
し
、
又
は
国
の
た
め
に
、
効


力
を
有
す
る
。 


第
七
節 


消
費
者
団
体
訴
訟
を
追
行
す
る
適
格
消
費
者
団
体
の
登
録
及
び
支
援 


第
五
十
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
団
体
訴
訟
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
者
に
対
し
差
止
請
求
又
は
損
害
賠
償


請
求
を
行
う
適
格
消
費
者
団
体
の
登
録
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 


２ 


消
費
者
権
利
官
は
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
に
関
す
る
業
務
の
確
実
か
つ
効
果
的
な







 


三
〇


実
施
の
た
め
、
こ
の
法
律
及
び
消
費
者
団
体
訴
訟
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
格
消
費
者
団
体
に
対
す
る
情
報
の
提
供


そ
の
他
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 


 
 
 
 


第
八
節 


国
会
等
と
の
関
係 


 


（
国
会
の
要
請
に
よ
る
特
定
事
項
の
調
査
及
び
報
告
） 


第
五
十
一
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
各
議
院
の
委
員
会
又
は
参
議
院
の
調
査
会
か
ら
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九


号
）
第
百
五
条
の
二
（
同
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
要
請
が
あ
っ


た
と
き
は
、
当
該
要
請
に
係
る
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
法
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
意
見
の
申
出
） 


第
五
十
二
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
た
め
、
必
要
な
法
令
の
制
定
又
は
改
廃
に


関
し
、
国
会
及
び
内
閣
に
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


内
閣
は
、
前
項
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 
 


第
四
章 


補
則 


 


（
関
係
行
政
機
関
及
び
消
費
者
団
体
等
と
の
連
携
） 







 
 


三
一


第
五
十
三
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
こ
の
法
律
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
捜
査
機
関
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団


体
及
び
消
費
者
団
体
そ
の
他
の
関
係
団
体
と
、
情
報
の
共
有
そ
の
他
の
緊
密
な
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


２ 


地
方
消
費
者
権
利
官
は
、
地
域
社
会
の
実
情
を
踏
ま
え
、
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
の
た
め
の
事
務
が
適
正
か
つ


円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
の
消
費
生
活
に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る
部
局
と
緊
密
な
連
絡
を
保
ち
、
相
互


に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


（
国
際
的
な
連
携
） 


第
五
十
四
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
生
活
に
お
け
る
国
際
化
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
消
費
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
関
す


る
国
際
的
な
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
法
務
大
臣
の
指
揮
等
の
例
外
） 


第
五
十
五
条 


消
費
者
権
利
官
が
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
権
限
の
行
使
に
関
し
て
当
事
者
又
は
参
加
人
と
な
る
訴
訟
又
は
非
訟


事
件
に
つ
い
て
は
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法


律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
（
同
法
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 


（
権
限
の
委
任
） 







 


三
二


第
五
十
六
条 


こ
の
法
律
に
規
定
す
る
消
費
者
権
利
官
の
権
限
は
、
消
費
者
権
利
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
消


費
者
権
利
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


（
規
則
制
定
権
） 


第
五
十
七
条 


消
費
者
権
利
官
は
、
消
費
者
権
利
院
の
内
部
規
律
そ
の
他
所
掌
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
消
費
者
権


利
院
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 
 
 


第
五
章 


罰
則 


第
五
十
八
条 


第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し


く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 


第
五
十
九
条 


法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）


の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
条
の


違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
同
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 


第
六
十
条 


第
八
条
第
一
項
（
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
秘


密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 







 
 


三
三


 
 
 


附 


則 
（
施
行
期
日
） 


第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


た
だ
し
、
次
条
第
一
項
、
附
則
第
三
条
第
三
項
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


 


（
経
過
措
置
） 


第
二
条 


第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
者
権
利
官
の
任
命
、
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
の
規


定
に
よ
る
消
費
者
権
利
官
補
の
任
命
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
議
委
員
の
任
命
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ


の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 


２ 


こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
消
費
者
権
利
官
又
は
消
費
者
権
利
官


補
の
任
命
に
つ
い
て
、
国
会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
国
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
四
条


第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
条
第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。 


３ 


施
行
日
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
審
議
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
、
国
会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
両
議
院
の
同


意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。 







 


三
四


４ 


施
行
日
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
審
議
委
員
の
任
期
は
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
の
指
定
す
る


と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
人
は
一
年
、
一
人
は
二
年
、
一
人
は
三
年
と
す
る
。 


 


（
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
廃
止
そ
の
他
の
措
置
） 


第
三
条 


独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 


２ 


独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
は
、
施
行
日
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
資
産
及
び
債
務
は
、
そ
の
時
に


お
い
て
国
が
承
継
し
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。 


３ 


前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
解
散
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
法
律
で
定
め


る
。 


 


（
国
会
法
の
一
部
改
正
） 


第
四
条 


国
会
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
第
百
五
条
」
の
下
に
「
、
第
百
五
条
の
二
」
を
加
え
る
。 


第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
承
認
を
得
て
」
の
下
に
「
、
消
費
者
権
利
官
」
を
加
え
る
。 


第
百
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 







 
 


三
五


第
百
五
条
の
二 


各
議
院
の
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
消
費
者
権
利
官
に
対
し
、
国
民
の


消
費
生
活
に
関
す
る
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 
 


各
議
院
の
委
員
会
は
、
そ
の
委
員
の
五
分
の
一
以
上
か
ら
前
項
の
報
告
を
求
め
る
よ
う
要
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の


日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日
に
、
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
要
請
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
委
員
会
に


お
い
て
報
告
を
求
め
な
い
も
の
と
議
決
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
） 


第
五
条 


国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 


一
の
二 


消
費
者
権
利
官
及
び
消
費
者
権
利
官
補 


 


（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 


第
六
条 


特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す


る
。 


 


第
一
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 







 


三
六


 


一
の
二 


消
費
者
権
利
官
及
び
消
費
者
権
利
官
補 


 
第
一
条
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 


 


十
一
の
二 


消
費
者
権
利
委
員
会
の
審
議
委
員 


 


第
四
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
十
二
号
」
を
「
第
一
条
第
十
一
号
の
二
」
に
改
め
る
。 


 


別
表
第
一
内
閣
総
理
大
臣
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 


 
 


消
費
者
権
利
官 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


一
、
六
五
七
、
○
○
○
円 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


「
消
費
者
権
利
官
補 


 


別
表
第
一
官
職
名
の
欄
中
「
検
査
官
（
会
計
検
査
院
長
を
除
く
。
）
」
を 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


に
、 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


検
査
官
（
会
計
検
査
院
長
を
除
く
。
）
」 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 


「
常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官 


「
常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
」
を 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


に
改
め
る
。 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 


 


消
費
者
権
利
委
員
会
の
審
議
委
員
」 


（
関
係
法
律
の
整
備
） 


第
七
条 


附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、


別
に
法
律
で
定
め
る
。 







 
 


三
七


 
 
 
 


 


理 


由 


 


消
費
者
基
本
法
に
定
め
る
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
そ
の
他
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
消
費
者
の
権


利
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
た
め
、
内
閣
の
所
轄
の
下
に
、
消
費
者
権
利
院
を
置
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律


案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 











 
 


三
九


 
 
 


本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 


 


本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
約
千
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 
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消費者権利院法案要綱 
 


 


第一 総則 


一 目的及び設置 


 消費者基本法に定める消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本


理念にのっとり、消費者の権利利益の擁護及び増進を図るため、内閣の所轄の


下に、消費者権利院を置く。 


 


二 所掌事務 


 消費者権利院は、次に掲げる事務をつかさどる。 


① 消費生活に関する相談、助言、調査及び苦情の処理のあっせんに関するこ


と。 


② 消費生活に関する情報収集、商品試験、調査研究及び情報提供に関するこ


と。 


③ 消費者に対する啓発及び教育に関すること。 


④ 消費者問題に係る資料の提出要求その他の調査に関すること。 


⑤ 消費者問題に係る処分等の勧告及びその公表に関すること。 


⑥ 消費者問題に係る裁判所の緊急命令の申立てに関すること。 


⑦ 消費者問題に係る訴訟援助に関すること。 


⑧ 適格消費者団体の登録及び支援に関すること。 


⑨ 国会の要請による特定事項の調査及び報告に関すること。 


⑩ 国会及び内閣に対する意見の申出に関すること。 


⑪ ①から⑩までのほか、法律に基づき消費者権利院に属させられた事務 


 


第二 組織 


一 消費者権利官 


１ 消費者権利院の長は、消費者権利官とする。 


２ 消費者権利官は、消費者権利院の事務を統括し、その職員を指揮監督する。 


３ 消費者権利官は、人格が高潔で、消費者の被害の防止及び救済のための業


務に従事し、かつ、消費者の権利利益の擁護及び増進に関し優れた識見を有


する者のうちから、国会の議決を経て、内閣が任命する。 


４ 消費者権利官の任免は、天皇がこれを認証する。 


５ 消費者権利官の任期は、６年とし、再任されることができない。 


６ 消費者権利官の任期が満了したときは、当該消費者権利官は、後任者が任


命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 


７ 消費者権利官は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その


意に反して罷免されることがない。 
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① 禁錮以上の刑に処せられたとき。 


② 国会の議決により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた


とき又は職務上の義務違反その他消費者権利官たるに適しない非行がある


と認められたとき。 


 


二 消費者権利官補 


１ 消費者権利院に、消費者権利官補１人を置く。 


２ 消費者権利官補は、消費者権利官を助け、消費者権利官に事故があるとき


又は消費者権利官が欠けたときは、その職務を行う。 


３ 一の３及び５から７までは、消費者権利官補について準用する。 


 


三 消費者権利委員会 


１ 消費者権利院に、消費者権利委員会（以下三において「委員会」という。）


を置く。 


２ 次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 


① 消費者権利院規則の制定及び改廃 


② 第三の三の４の立入検査 


③ 第三の四の１の(1)の勧告 


④ 第三の四の２の公表 


⑤ 第三の六の２の訴訟参加 


⑥ 第三の八の２の(1)の意見の申出 


⑦ その他委員会の議決によりその議決を必要とされた事項 


３ 委員会は、委員５人で組織し、消費者権利官及び消費者権利官補並びに審


議委員３人をもって充てる。 


４ 審議委員は、消費者の権利利益の擁護及び増進に関し優れた識見を有する


者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。 


５ 審議委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の審議委員の任期は、前任


者の残任期間とする。 


６ 審議委員は、再任されることができる。 


７ 審議委員の任期が満了したときは、当該審議委員は、後任者が任命される


まで引き続きその職務を行うものとする。 


８ 審議委員は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に


反して罷免されることがない。 


① 禁錮以上の刑に処せられたとき。 


② 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき


又は職務上の義務違反その他審議委員たるに適しない非行があると認めら


れたとき。 
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四 事務総局 


１ 消費者権利院に、事務総局を置く。 


２ 事務総局に、事務総長１人、事務総局次長１人その他所要の職員を置く。 


３ ２の職員の任免は、消費者権利官が行う。 


４ １から３までのほか、事務総局の組織に関し必要な事項は、消費者権利院


規則で定める。 


 


五 地方消費者権利官及び地方消費者権利局 


１ 消費者権利院の地方機関として、都道府県の区域ごとに地方消費者権利局


を置く。 


２ 地方消費者権利局の長は、地方消費者権利官とする。 


３ 地方消費者権利官は、地域社会における消費生活の実情に通じ、消費者の


権利利益の擁護及び増進について理解のある者のうちから、都道府県知事の


意見を聴いて、消費者権利官が任命する。 


４ 地方消費者権利局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局


を置く。 


５ 地方消費者権利局及びその支局の名称、位置及び管轄区域は、消費者権利


院規則で定める。 


 


六 消費生活相談員 


１ 事務総局及び地方消費者権利局に、消費生活相談員（以下「相談員」とい


う。）を置く。 


２ 相談員は、その専門的な知識経験に基づいて、消費者の権利利益の擁護及


び増進のための活動に従事し、消費者基本法に定める消費者の権利の尊重及


びその自立の支援その他の基本理念の実現に貢献することをその職責とする。 


３ 事務総局に置かれる相談員は、消費生活に関する消費者と事業者との間に


生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識


経験を有する者として消費者権利院規則で定める条件に適合する者のうちか


ら、消費者権利官が委嘱する。 


４ 地方消費者権利局に置かれる相談員は、３の条件に適合する者のうちから、


当該都道府県の区域内の弁護士会及び適格消費者団体の意見を聴いて、地方


消費者権利官が委嘱する。 


５ 各都道府県ごとの相談員の定数は、その地域の人口、経済その他の事情を


考慮して、消費者権利院規則で定める。 


６ 相談員の定数は、全国を通じて１万人を超えないものとする。 


７ 相談員の任期は、１０年とする。ただし、再任されることができる。 


８ 相談員は、非常勤とする。 


９ 相談員の職務は、次のとおりとする。 
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① 消費生活に関する相談に応じ、及び苦情の処理のあっせんを行うこと。 


② 消費者に対する啓発及び教育に努めること。 


③ その他消費者の権利利益の擁護及び増進に努めること。 


 


第三 権限 


一 定義 


この法律において「消費者問題」とは、事業者による次に掲げる行為に起因


する消費生活における問題であって、多数の消費者の生命、身体又は財産を不


当に侵害する一切のものをいう。 


① 消費者契約の締結又はその勧誘における、詐欺、強迫、重要事実について


事実と異なることを告げることその他の違法又は不当な行為 


② 欠陥のある商品又は安全性が確保されていない役務を提供する行為 


③ 自己の供給する商品又は役務の取引について、事実と異なる表示をするこ


とにより、当該商品又は役務が実際のものよりも著しく優良であり、又は著


しく有利であると消費者に誤認させる行為 


④ ①から③までのほか、消費者の権利利益の擁護に関する法令の規定に違反


する行為その他の消費者の権利利益に重大な影響を及ぼす行為として消費


者権利院規則で定めるもの 


 


二 消費生活に関する相談及び苦情の処理のあっせん、情報収集及び商品試験、


啓発及び教育等 


１ 消費生活に関する相談、助言、調査及び苦情の処理のあっせん等 


(1) 消費者権利官は、消費生活に関する各般の問題について、相談に応じ、


必要な助言を行うものとする。 


(2) 消費者権利官は、消費生活に関し消費者と事業者との間に生じた苦情が


適切かつ迅速に処理されるよう、必要な調査を行うとともに、苦情の処理


のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。 


２ 消費生活に関する情報収集及び商品試験等 


(1) 消費者権利官は、広く消費生活に関する情報を収集し、その整理及び分


析を行うとともに、必要に応じて国民に対する情報の提供を行うものとす


る。 


(2) 消費者権利官は、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検


査等及び役務についての調査研究等を行い、必要に応じて試験、検査、調


査研究等の結果を公表するものとする。 


３ 消費者に対する啓発及び教育 


消費者権利官は、消費者が自主的かつ合理的に行動することができるよう、


消費生活に関する知識の普及、消費者契約に関する情報の提供その他消費者に


対する啓発及び教育に努めなければならない。 
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三 消費者問題に係る資料の提出要求その他の調査 


１ 資料の提出要求 


消費者権利官は、消費者問題による被害の発生若しくは拡大の防止又は救済


のため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その


他の者に対し、期限を定めて、報告又は資料の提出を求めることができる。 


２ 報告義務 


国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、消費者問題が発生し、又は発生


するおそれのある事実があると認めるときは、当該事実について、消費者権利


院規則で定めるところにより、消費者権利官に報告しなければならない。 


３ 調査の要求 


(1) 消費者権利官は、消費者問題による被害の発生若しくは拡大の防止又は


救済のため必要があると認めるときは、国の行政機関の長又は地方公共団


体の長に対し、期限を定めて、調査を求めることができる。 


(2) 消費者権利官は、国の行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、(1)の


調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。 


(3) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、(1)の調査を終了したときは、


遅滞なく、消費者権利官に対し、当該調査の結果を報告しなければならな


い。ただし、期限内に報告することができないことについて正当な理由が


ある場合において、その理由及び報告することができる合理的な期限を明


示したときは、この限りでない。 


４ 報告及び検査 


消費者権利官は、消費者問題による被害の発生若しくは拡大の防止又は救済


のため必要があると認めるときは、当該消費者問題に係る事業者に対し、必要


な報告を求め、又はその職員に当該事業者の事務所その他の場所に立ち入り、


帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ


る。 


  


四 消費者問題に係る処分等の勧告及びその公表 


１ 処分等の勧告 


(1) 消費者権利官は、消費者問題が発生し、又は発生するおそれがある場合


において、その被害の発生若しくは拡大の防止又は救済のため必要がある


と認めるときは、国の行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、期限を


定めて、事業者に対する処分等（処分及び行政指導をいう。）を行うべき旨


の勧告を行うことができる。 


(2) (1)の勧告を受けた国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、当該勧告


を受けた日から２０日以内に、消費者権利官に対し、当該勧告に係る措置


を講ずるか否かを回答しなければならない。この場合において、当該国の
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行政機関の長又は地方公共団体の長が勧告に係る措置を講じない旨の回答


をするときは、その理由を明示してしなければならない。 


(3) 消費者権利官は、(2)の理由を受諾することができないときは、(1)の勧


告をした旨、(2)の回答及びその理由並びに当該理由を受諾できない旨を国


会及び内閣総理大臣に報告するものとする。 


２ 勧告の公表 


消費者権利官は、１の(1)の勧告をした場合において、当該消費者問題によ


る被害の発生又は拡大の防止のため緊急の必要があると認めるときは、当該勧


告をした旨及び当該勧告に係る事業者の名称その他勧告の内容を公表するこ


とができる。 


 


五 消費者権利官の申立てによる裁判所の緊急命令 


１ 行為の禁止又は停止命令 


裁判所は、消費者問題が発生し、又は発生するおそれがある場合において、


当該消費者問題による被害の程度が著しく、かつ、緊急の必要があると認める


ときは、消費者権利官の申立てにより、当該消費者問題に係る行為を行い、又


は行おうとする事業者に対し、１月以内の期間を定めてその行為の禁止又は停


止を命ずることができる。 


２ 財産保全命令 


裁判所は、消費者問題により多数の消費者に生じた損害賠償請求権その他の


金銭債権について、強制執行をすることができなくなるおそれ又は強制執行が


著しく困難となるおそれがあり、かつ、緊急の必要があると認めるときは、消


費者権利官の申立てにより、財産保全命令を発して、当該消費者問題に係る行


為を行った者の財産につき、その処分を禁止することができる。 


 


六 消費者問題に係る訴訟援助 


１ 資料の閲覧及び謄抄本の交付 


消費者権利官は、消費者問題が発生した場合において、当該消費者問題の被


害者又は適格消費者団体から、消費者権利官が保有する当該消費者問題に関す


る資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該被害者の


権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であ


って、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出を


した者にその閲覧をさせ、又は謄本若しくは抄本を交付することができる。 


２ 訴訟参加 


消費者権利官は、消費者問題が発生した場合において、当該消費者問題に係


る行為の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、当該


行為に関する請求に係る訴訟に参加することができる。 
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七 消費者団体訴訟を追行する適格消費者団体の登録及び支援 


１ 消費者権利官は、消費者団体訴訟法で定めるところにより、事業者に対し


差止請求又は損害賠償請求を行う適格消費者団体の登録及び監督に関する事


務を行うものとする。 


２ 消費者権利官は、適格消費者団体による消費者の被害の防止及び救済に関


する業務の確実かつ効果的な実施のため、この法律及び消費者団体訴訟法で


定めるところにより、適格消費者団体に対する情報の提供その他必要な支援


を行うものとする。 


 


八 国会等との関係 


１ 国会の要請による特定事項の調査及び報告 


消費者権利官は、各議院の委員会又は参議院の調査会から国会法第１０５条


の２の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について調


査を実施し、その結果を報告することができる。 


２ 法令の制定又は改廃に関する意見の申出 


(1) 消費者権利官は、消費者の権利利益の擁護及び増進を図るため、必要な


法令の制定又は改廃に関し、国会及び内閣に意見を申し出ることができる。 


(2) 内閣は、(1)の意見を尊重しなければならない。 
 


第四 補則 


一 関係行政機関及び消費者団体等との連携 


(1) 消費者権利官は、この法律の運用に当たっては、捜査機関その他の関係


行政機関、地方公共団体及び消費者団体その他の関係団体と、情報の共有


その他の緊密な連携を図るよう努めなければならない。 


(2) 地方消費者権利官は、地域社会の実情を踏まえ、消費者の被害の防止及


び救済のための事務が適正かつ円滑に実施されるよう、地方公共団体の消


費生活に関する業務を担当する部局と緊密な連絡を保ち、相互に協力しな


ければならない。 


 


二 国際的な連携 


消費者権利官は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、消費者の権利利


益の擁護に関する国際的な連携を図るよう努めなければならない。 


 


三 権限の委任 


この法律に規定する消費者権利官の権限は、消費者権利院規則で定めるところ


により、地方消費者権利官に委任することができる。 


 


四 規則制定権 
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消費者権利官は、消費者権利院の内部規律その他所掌事務に関し必要な事項に


ついて消費者権利院規則を定めることができる。 
 


第五 罰則 


一 裁判所の緊急命令違反に対する罰則 


１ 第三の五の１による裁判所の命令に違反した者は、３年以下の懲役若しく


は３００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 


２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ


の法人又は人の業務に関し、１の違反行為をしたときは、その行為者を罰する


ほか、その法人又は人に対しても、１の罰金刑を科する。 


 


二 秘密保持義務違反に対する罰則 


消費者権利官、消費者権利官補又は審議委員が、職務上知ることのできた秘


密を漏らした場合には、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 
 


第六 施行期日等 


一 施行期日 


この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定


める日から施行する。ただし、二の３については公布の日から施行する。 


 


二 独立行政法人国民生活センター法の廃止その他の措置 


１ 独立行政法人国民生活センター法は、廃止する。 


２ 独立行政法人国民生活センターは、施行日において解散するものとし、そ


の資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。 


３ ２に定めるもののほか、独立行政法人国民生活センターの解散に関し必要


な事項は、別に法律で定める。 


 


三 国会法の一部改正 


第三の八の１の国会による調査要請に係る所要の規定の整備を行う。 


 


四 その他 


その他所要の規定の整備を行う。 





